
(そ の 1)

収 支 報 告 書

たかきさとここうえんかい

1 政 治 体 の 名 称   高木 さとこ後援会

2 主たる事務所の所在地   大村市三城町8番地 5 共栄第一ビル2階A号室

3代 表 者 の 氏 名 高木 聡子

4 会 計 責 任 者 の 氏 名   松尾 郁見

事務担当者

氏名

電話

氏名

電話

高木 聡子

080-7981-1833

松尾 郁見

090-5920--2535

琴手不日6  左房    1

令和6 年- 11
月  1 日か ら

月 30日 まで

資金管理団体の指定の期間

<国会議員関係政治団体 Ⅱ資金管理団体用>

令和 年分

2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 ハ]レ

活動区域の区分

政治資金規正法第 19条の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第 19条の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者の氏名   高木聡子

公 職 の 種 類 衆議院議員 (候補者等)

レ

国会議員関係政治団体の区分

6

(ふ り が な )

政 党 の 支 郡

そ の 他 の 政 治 団 体

政治団体の区分

有

無 (以下、この欄の記載不要です。)

公 職 の 種 類

資 金 管 理 団 体 の

届 出 を した者 の氏名

衆議院議員 (候補者等)

高本聡子

資金管理団体の指定の有無

鳳
令和6 年
令和6 年

月  1 日か ら

月  30 日まで

1

11

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間



(その 2)

1 収支の総括表

2 収入項 目別金額の内訳

収支の状況

翌 年 へ の 繰 越 額

支 出 総 額

(本 年 の 収 入 額 )

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

収 入 総 額

0

0

0

0

円

0

員 数 (党費又は会費を納入した人の数)

金 額

(1)個人の負担する党費又は会費

0

円

0

合   計 (ア 十 イ )

イ 政 党 匿 名 寄 附

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

小 計  (ア)十 (イ )十 (ウ )

(ウ )政 治 団 体 か ら の 寄 附

(イ )法人その他の団体からの寄附

(う ち 特 定 寄 附)

(ア )個 人 か ら の 寄 附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分

(2) 寄 附

0

0

0

0

0

0

0

円

0

金 額

記入もれ注意 (ア)+(イ )+(ウ )

備 考

2



(その17)

1 資産等の総括表

(注 1)

(注 2)

資 産 等 の 状 況

項 目ごとの資産の有無について、 「□」内に 「レ」を記入すること。

有に記入 した場合、項 目別に様式 (その18)に 内訳を記載すること。

3

シ 借入先ごとの残高が100万 円を超える借入金

サ 取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権利

コ 支ヤムわれた金額が 100万 円を超 える敷金

ケ 貸付先ごとの残高が100万 円を超える貸付金

ク 出 資 に よ る 権 利

キ 有 価 証 券

力 金 銭 信 託

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。 )

エ 取得の価額が100万 円を超える動産

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

イ 建 物

ア 土 地

資 産 等 の 項 目 別 区 分

資産等の有無

有

レ

レ

レ

レ

日

日

図

征 備  考



(その20)

宣誓書

(備考 )

1会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を

証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限 りでない

2政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提

出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これ らの者の代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及

び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限 りでない。

牛

添付書類 (別添のとお り)

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和 夕 年  /月  ひ
' 

日

政治団体の名称   高木さとこ後援会

会計責任者の氏名  松尾 郁見 鬱
⑪(代表者の氏名 高木 聡子



政治資金監査報告書

令和 7年 1月 28日

高木さとこ後援会

代表 高木聡子殿

登録政治資金監査人 わ 山 考 †

登 録 番 号 第 5415号
研修終了年月日平成 30年 9月 21日

1 監査の概要

(1)私 は、政治資金規正法 (以下「法」という。)第 19条の 13第 1項の規定に基づき、

高木さとこ後援会の令和 6年に係る法第 17条第 1項に規定する収支報告書のすべて

の期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、

領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及ぴ振込明細書に係る支

出目的書 (支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同じ。)について、

支出に関する政治資金監査を行つた。

(2)こ の政治資金監査は、法第 19条の 13第 2項に定めるところにより政治資金適性

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マ■ュ

アル」という。)に基づき行った。

(3)私の責任は、外部性を有する第二者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、

領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書

について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行つた結果を報告するこ

とにある。

(4)こ の政治資金監査は、政治資金監査の対象となった政治団体が解散し、政治資金監査

を実施する時点において主たる事務所であつた場所で政治資金監査ができなかった。

このような状況下では円滑な政治資金監査の実施が困難であると登録政治資金監査

人「西山孝幸」が判断したため、解散した政治団体の守秘義務を守 り、又、円滑に政治

資金監査を実施できる場所として当該登録政治資金監査人の事務所所在地「長崎県諌

早市白岩町 15番地 3」 において行った。

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1)法 第 19条の13第 2項第 1号に規定する事項について、会計ll>民簿が保存されて

いた。なお、政治資金監査の対象期間においては、高木さとこ後援会に係る支出はな

く、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書、及び振込

明細書に係る支出目的書は存在 しなかった。



(2)法 第 19条の13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法 第 19条の13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 17条第 1項に規

定する収支報告書は、会計帳簿に基づいて、支出が計上されていない状況が表示され

ていた。

(4)法 第 19条の13第 2項第 4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かつ

た支出の明細書及び振込明細書に係る支出目的書は、存在しなかった。

3 業務制限

高木さとこ後援会と私との間には、法第 19条の 13第 5項の規定に違反する事実は

ない。

以  上


